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 この回については、答案を事前に提出する必要はない。 
 
課題 1 
1-1. 「自由権規約 27 条は、“minorities”1の権利ではなく、“persons belonging to… minorities”

の権利を定めている。したがって、定められているのは集団の権利ではなく個人の

権利である」という理解は適切か。 
 
1-2.「自由権規約 27 条へのフランスの留保（フランスの留保の 8 番目。英訳はこちら）

に鑑みれば、『少数者の権利』は人権ではない」という見解は適切か。 
 
1-3. 少数者保護がかつては安全保障の問題であったことは既に説明した。では、自由権

規約 27 条に定められているのはなぜだろうか。やはり安全保障のためだろうか？ 
 
1-4-1. 自由権規約の他の条項の多くが“shall have the right”と定めているのに 27 条は

“shall not be denied the right”としているのはなぜか。 
 
1-4-2. その違いに何らかの実践的意義はあるか。 
 
1-5-1. 自由権規約 27 条にいう minorities とは、どのように定義されるのだろうか。 
 
1-5-2. 在日韓国・朝鮮人は 27 条の意味での少数者であるか。 
   資料 

 第 6 回日本国家報告への委員会最終見解 パラ 12 
 第 129 回国会参議院質問主意書第 2 号 

 
 
課題 2 
2-1. アイヌ 
 国は、二風谷ダム事件において、アイヌを少数者と認めていた。ところが、札幌地裁

（1997〔平成 9〕年 3 月 27 日判決）は、少数者であることを認めるにとどまらず、アイヌ

を先住民族と認定した。そして、先住民族については少数者の場合以上に配慮を要する、

と述べた。 
 この議論は、土地収用法 20 条 3 号の要件が充足されているかどうかの判断にあたっ

て行政庁に裁量権が認められるものの、その裁量判断の方法ないし過程に誤りがあり違

                                                      
1 公定訳の「少数民族」については、岡本雅享「少数民族――日本におけるマイノリティの概

念」法学セミナー536 号（1999 年）112 頁。 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_fr#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fJPN%2fCO%2f6&Lang=en
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/129/meisai/m129002.htm
http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d04410/g04410028.pdf
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法となるか、という文脈でなされたものである。判決を読み、アイヌが先住民族である

ことが、裁量判断にどのように影響を与えているか（いないか）を説明せよ。 
 なお、その後、2008 年に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が衆議

院・参議院で採択され、「先住民族(indigenous peoples)の権利に関する国際連合宣言」（2007

年）を踏まえて、アイヌを先住民族として認めることを政府に求めた。そして、それを

受けた官房長官談話により、政府としてもアイヌを先住民族と認めることを明らかにし

た。 
 
2-2. 沖縄（琉球） 
 人種差別撤廃委員会第 7 回～第 9 回日本国家報告への最終見解（パラ 21）、自由権規

約第 6 回日本国家報告への最終見解（上記、パラ 26）、および以下の資料を読み、次の

問に答えよ。 
 2-2-1. 沖縄・琉球人は国際法上少数者であるか 
 2-2-2. 沖縄・琉球人は国際法上先住民であるか 
  2-2-3. 仮に先住民であるとすれば、現在の沖縄の状況に鑑み、特にどのような先住民

の権利・国家の義務が問題となるか 
 
【資料 1】参議院外交防衛委員会 2014（平成 26）年 10 月 16 日 
○糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお願いいたします。 
 私は、先住民族の権利とそして沖縄の現状について冒頭にお伺いをしたいと思います。 
 日本全土の面積の僅か〇・六％に満たない沖縄県に在日米軍専用施設の七四％が集中

しており、現在、普天間飛行場代替施設の建設が沖縄県民の多くの反対を押し切って名

護市辺野古沖で強行されています。 
 私は、本年九月に開かれた世界の先住民族や各国代表による先住民族世界会議に出席

をいたしました。国家的、地域的レベルでの先住民族の権利の履行を議題に演説をいた

しました。二〇〇七年に採択されました国連先住民族権利宣言を沖縄にも適用すべきだ

と主張いたしまして、日本政府が沖縄の人々を先住民として認めるように訴えました。 
 これに先立ちまして、本年八月二十九日に公表されました人種差別撤廃委員会対日勧

告は、締約国日本がこれまでの立場を見直し、琉球、沖縄の人々を先住民として、そし

て認識することを検討するとともに、彼らの権利を守るための確固たる対策を講じるこ

とを勧告しています。 
 そこで、岸田外務大臣にお伺いをいたします。 
 まず一点目でありますが、人種差別撤廃委員会での対日勧告を踏まえ、政府はこれま

での立場を見直し、琉球、沖縄の人々を先住民として認識し、権利を守るための対策を

講じるよう早急に検討を開始するべきではないでしょうか、お尋ねいたします。 
 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g16913001.htm
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g16913001.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/169/080606-2.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/hukuda/2008/0606danwa.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fJPN%2fCO%2f7-9&Lang=en
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○国務大臣（岸田文雄君） まず、御指摘の勧告があったこと、承知しております。し

かしながら、先住民族については、現在のところ国際的に確立した定義はなく、実際、

先住民族の権利に関する国際連合宣言においても先住民族の定義について記述はござ

いません。 
 いずれにしましても、沖縄の方々もひとしく日本国民であり、日本国民としての権利

を全てひとしく保障されているものと認識をしております。 
 
○糸数慶子君 全てひとしく対応しているということでありますけれども、沖縄県民に

対しましては、これは二〇一〇年の三月の九日に、国連人種差別撤廃委員会は沖縄につ

いて踏み込んだ見解を出しております。これは、まず、沖縄への米軍基地の不均衡な集

中は現代的な形の人種差別であり、沖縄の人々が被っている根強い差別に懸念を表明す

る、日本政府に対しましては、沖縄の人々の権利保護、さらには促進や差別監視のため

に沖縄の代表者と幅広く協議するように勧告をしております。 
 そして、一二年にも、米軍基地普天間飛行場の名護市辺野古への移設や東村高江への

米軍のヘリコプターの着陸帯、ヘリパッド建設について、沖縄の人々を関与させるため

の明確な措置がとられていないというふうに勧告されております。その上で、人権侵害

の観点から、計画の現状や地元住民の権利を守る具体策について説明を求める異例の質

問状を日本政府に送っておりますけれども、こうした国連からの働きかけを日本政府は

門前払いにしてきております。 
 改めてお伺いいたしますけれども、日本の面積の〇・六％にすぎない琉球、沖縄に在

日米軍専用施設の七四％が集中している現状は、琉球、沖縄民族に対する明らかな差別

ではないでしょうか。自らの権利に影響を及ぼす事柄について、国連先住民族権利宣言

第十八条が認める先住民の意思決定に参加する権利を琉球、沖縄の人々に認めるべきだ

というふうに考えますが、改めて大臣の御見解を伺います。 
 
○国務大臣（岸田文雄君） 先ほども申し上げましたが、先住民族につきましては、現

在のところ国際的に確立した定義はございません。そして、在沖縄米軍を含むこの在日

米軍の抑止力は我が国の安全、ひいては地域の平和と安全の確保に不可欠であるわけで

すが、その上で、沖縄の負担の軽減、これは現政権にとりましても最優先で取り組むべ

き課題であると認識をしております。 
 米国を始め、相手のあることではありますが、引き続き地元の皆様のお気持ちに寄り

添いながら、できることは全て行うとの方針でこの負担軽減については全力で取り組ん

でいきたいと考えております。 
 
○糸数慶子君 沖縄の県民の心に寄り添うというふうにおっしゃっておりますけれど

も、沖縄の県民の八〇・二％が、現在政府がやっております、この強行的に今行ってお
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ります辺野古への新基地建設、あるいは高江のヘリパッドについても県民の思いという

のが今政府に届いていないというのが、実際には現実的に行われております。 
 そういうところで、沖縄ではやはりこれが構造的な差別ではないか。つまり、国連の

方からも勧告をされております。法的拘束はないというふうに言われておりますけれど

も、しかし、県民の思いが全く政府に届かないという状況の中で、世界の中でも、先住

民族の会議の中、あるいは人種差別撤廃会議の中でも、条約の中でもきっちり勧告をさ

れているにもかかわらず政府は無視し続けているというのが現状でございます。この件

に関しましては、本当に残念でございますけれども、県民の声がなぜ日本政府に届かな

いのか。 
 私がジュネーブの会議に参加いたしましたときにも、沖縄県民に対しては法の下の平

等がしっかりと行われているという外務省の答弁がございました。法の下の平等がしっ

かりと取り組まれているというのであれば、なぜ県民の八割が反対している辺野古に新

基地建設をこのように強行していくのか。沖縄の県民に対するやはり構造的な差別では

ないかと、本当に残念であります。 
 こういう県民の民意がことごとく無視されているという認識は、今の沖縄の県民の中

に深く深く刻まれております。残念でございますが、改めて私たち県民の、いわゆる琉

球、そして沖縄県民の自決権を求めていきたいというふうに思っております。 
 
【資料 2】衆議院内閣委員会 2016（平成 28）年 4 月 27 日 
○宮崎（政）委員 自由民主党の宮崎政久です。 
 きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 
 早速質問をさせていただきたいと思います。 
 まず最初に、国連から我が国政府に対して、沖縄県民は日本の先住民族であるとして、

さまざまな措置を講ぜよと勧告を受けているという問題について取り上げたいと思っ

ております。 
［……］ 

 政府は当然この事実を知っているというふうに理解しておりますが、政府の立場、沖

縄県民は先住民族であるというふうに認めているのかどうか、お答えいただきたいと思

います。 
 
○飯島政府参考人（外務省大臣官房参事官） お答え申し上げます。 
 沖縄に住んでいる人々は、長い歴史の中で特色豊かな文化、伝統が受け継がれている

と認識しておりますが、政府として先住民族として認識している人々は、アイヌの人々

以外には存在いたしません。 
 この立場は人権条約の委員会に対しても説明してきており、これらの委員会の最終見

解や勧告等によって、かかる日本の立場が変更されたということはございません。 
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［……］ 
 
○宮崎（政）委員 県民の中にもさまざまな考えの方がおられるでしょう。日本は民主

主義国家ですから、さまざまな言論も自由もあっていいと思っています。ただ、多くの

沖縄県民、ほとんどと言った方がいいんじゃないのかもしれないですけれども、先住民

族だと思っていませんし、ましてや、一億三千万人の日本人が、沖縄県民というのは先

住民族なんだというふうに思っている人はいないと私は思っています。 
 そういう私の個人的な考え、そして多くの国民の皆さんと同じ立場であると思ってい

ますが、まことに失礼な話じゃないかなというふうに思うわけです。言ってみれば、私

の家に勝手に入り込んできて、うちは三人子供がいるわけですけれども、この子供の一

人に向かって、君たちは兄弟だと思っているかもしれないけれども、兄弟じゃないよと

いうふうに勝手に言われているんじゃないか、こういう印象すら受けるわけであります。 
 先ほども申し上げたように、日本人全体が恐らく知らない、皆さんは知らないと思い

ますけれども、知らないばかりか、言われている沖縄県民もほとんど知らないというよ

うな状況で、勝手に先住民族として扱われているということなわけであります。 
 今、法的拘束力がないという御答弁でありましたけれども、私たちにしてみたら、政

府に、勝手なことを言わせないでくれ、責任を持って、事実と異なるようなことを言わ

ないでくれというふうに抗議をしてほしいんですよ。この民族分断工作と言ってもいい

ようなことを放置しないでほしいと私は思っています。 
 

以上 

 


